
 
 
 

さいたま市特別職報酬等審議会 
 
 

＜第２回 資料＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      開催日：令和４年１０月２７日（木） 

      場 所：さいたま市役所別館２階 第４委員会室 



４ 【第1回審議会結果：改定（引上げ）】

３
国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、０．１０月分の引下げを答申

△０．１０月 Ｒ３．１２～ ３．３５月⇒３．２５月

２

国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、市長及び副市長はＲ２.１２.１から
０．０５月分、議員はＲ３.４.１から０．０５月分
の引下げを答申

△０．０５月

市長・副市長
Ｒ２．１２～

議員
Ｒ３．　４～

市長・副市長
３．４０月⇒３．３５月

議員
３．４０月⇒３．３５月

元
国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、市長及び副市長は０．０５月分、
議員は０．１０月分の引上げを答申

市長・副市長
０．０５月

議員
０．１０月

Ｒ元．１２～

市長・副市長
３．３５月⇒３．４０月

議員
３．３０月⇒３．４０月

３０
国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、０．０５月分の引上げを答申

０．０５月 Ｈ３０．１２～ ３．３０月⇒３．３５月

２９
国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、０．０５月分の引上げを答申

０．０５月 Ｈ２９．１２～ ３．２５月⇒３．３０月

２８
国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、０．１０月分の引上げを答申

０．１０月 Ｈ２８．１２～ ３．１５月⇒３．２５月

２７
国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、０．０５月分の引上げを答申

０．０５月 Ｈ２７．１２～ ３．１０月⇒３．１５月

２６
国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、０．１５月分の引上げを答申

０．１５月 Ｈ２６．１２～ ２．９５月⇒３．１０月

２５ 　「据置き」を報告 － － －

２４ 　「据置き」を報告 － － －

２３ 　「据置き」を報告 － － －

２１
国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、０．２０月分の引下げを答申

△０．２０月 Ｈ２１．１２～ ３．３０月⇒３．１０月

２２
国における指定職職員の期末手当等の支給月数との
均衡を考慮し、０．１５月分の引下げを答申

△０．１５月 Ｈ２２．１２～ ３．１０月⇒２．９５月

特別職報酬等審議会における
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改定月数
（実施時期）

改定後の年間支給月数
改定月数

（実施時期）
改定後の年間支給月数

△０．３５月 △０．２５月

（Ｈ２１．１２～） （Ｈ２１．１２～）

△０．２０月 △０．１５月

（Ｈ２２．１２～） （Ｈ２２．１２～）

０．１５月 ０．１５月

（Ｈ２６．１２～） （Ｈ２６．１２～）

０．１０月 ０．０５月

（Ｈ２７．１２～） （Ｈ２７．１２～）

０．１０月 ０．１０月

（Ｈ２８．１２～） （Ｈ２８．１２～）

０．１０月 ０．０５月

（Ｈ２９．１２～） （Ｈ２９．１２～）

０．０５月 ０．０５月

（Ｈ３０．１２～） （Ｈ３０．１２～）

０．０５月 ０．０５月

（Ｒ元．１２～） （Ｒ元．１２～）

△０．０５月 △０．０５月

（Ｒ２．１２～） （Ｒ２．１２～）

△０．１５月 △０．１０月

（Ｒ３．１２～） （Ｒ３．１２～）

０．１０月 ０．０５月

（Ｒ４．１２～） （Ｒ４．１２～）

【Ｒ４.８.８人事院勧告】

４．４０月 ３．３０月

【Ｒ４.９.２６人事委員会勧告】

３．３５月⇒３．２５月
（Ｒ３．１２.１）

４．３０月 ３．２５月

４．４５月 ３．３５月

市長・副市長
３．４０月⇒３．３５月

（Ｒ２．１２.１）

議員
３．４０月⇒３．３５月

（Ｒ３．　４.１）

４．４５月 ３．３５月

市長・副市長
３．３５月⇒３．４０月

（Ｒ元．１２.１）

議員
３．３０月⇒３．４０月

（Ｒ３．　４.１）

４．５０月 ３．４０月

市長・副市長
３．３０月⇒３．３５月
（Ｈ３０．１２.１）

議員
改定なし（３．３０月）

３．２５月⇒３．３０月
（Ｈ２９．１２.１）

４．４０月 ３．３０月

３．１５月⇒３．２５月
（Ｈ２８．１２.１）

３．１０月⇒３．１５月
（Ｈ２７．１２.１）

４．２０月 ３．１５月

４．３０月 ３．２５月

２．９５月

２．９５月⇒３．１０月
市長・副市長

（Ｈ２７．４.１）
議員

（Ｈ２７．１２．１）

４．１０月 ３．１０月

－ （据置き） ３．９５月 （据置き）

（据置き） ３．９５月 （据置き） ２．９５月

－

－

（据置き） ３．９５月 （据置き） ２．９５月

４．１５月 ３．１０月

３．１０月⇒２．９５月
（Ｈ２２．１２.１）

３．９５月 ２．９５月

期末手当の審議結果等

特別職の年間支給月数 一般職職員の給与の改定状況 国の指定職（事務次官等）の給与の改定状況

改定後の年間支給月数
（実施時期）

特別給（期末・勤勉手当） 特別給（期末・勤勉手当）

【参考】【参考】
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